
 

 

 

 

 

特定粉じん排出等作業実施届出書 

記載要領 
 

 

・届出は、【様式第３の５】及び【別紙】並びに【添付書類】を作成の上、作業開始予

定日の１４日前までに届出すること。（提出部数：２部（正本及びその写しを各１部）） 

 

・２以上の特定粉じん排出作業を、同一の工場又は事業場の建築物その他工作物につい

て行う場合は、１つの届出書によって届出を行うことができる。 

（提出部数は２部必要） 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月 

広島県 
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【提出先】 

届出書の提出先（窓口）は、所管の県厚生環境事務所（支所）環境管理課（衛生環境課）又

は市の担当課です。 

作業を行う場所 届出書の提出先（窓口） 電話番号 住  所 

大竹市、 

廿日市市 

広島県西部厚生環境事務所 

環境管理課 

0829-32-1181 

(代表) 

廿日市市桜尾 

２-２-68 

安芸高田市、 

府中町、海田町、 

熊野町、坂町、 

安芸太田町、 

北広島町 

広島県西部厚生環境事務所 

広島支所環境管理課 

082-228-2111 

(代表) 

広島市中区基町 

10-52 

江田島市 
広島県西部厚生環境事務所 

呉支所衛生環境課 

0823-22-5400 

(代表) 
呉市西中央１-３-25 

竹原市、 

大崎上島町 

広島県西部東厚生環境事務所 

環境管理課 

082-422-6911 

(代表) 

東広島市西条昭和町 

13-10 

三原市、尾道市、 

世羅町 

広島県東部厚生環境事務所 

環境管理課 

0848-25-2011 

(代表) 
尾道市古浜町 26-12 

府中市、 

神石高原町 

広島県東部厚生環境事務所 

福山支所衛生環境課 

084-921-1311 

(代表) 

福山市三吉町 

１-１-１ 

広島市 広島市環境保全課 082-504-2187 
広島市中区国泰寺町 

１-６-34 

呉市 呉市環境試験センター 0823-25-3551 呉市青山町５－３ 

福山市 福山市環境保全課 084-928-1072 福山市東桜町３－５ 

三次市 三次市環境政策課 0824-62-6136 
三次市十日市中 

２-８-１ 

庄原市 庄原市環境政策課 0824-72-1398 庄原市是松町 20-25 

東広島市 東広島市生活衛生課 082-422-1048 
東広島市西条栄町 

８-29 

 


